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次  第 

令和７年第６回本庄市教育委員会定例会 議事日程 

令和７年６月２６日（木） 

午後３時３０分開議 委員室 

 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

（１）本庄市立藤田小学校学校運営協議会委員の任命について 

（議案第４６号） 

（２）本庄市立中央小学校学校運営協議会委員の任命について 

（議案第４７号） 



 

（３）本庄市社会教育委員の委嘱について（議案第４８号） 

（４）本庄市スポーツ推進審議会委員の委嘱について（議案第４９号） 

（５）本庄市の教育について（議案第５０号） 

（６）臨時代理の承認を求めることについて（議案第５１号） 

５．教育長の報告 

６．その他 

７．閉 会 

配付資料 

・「令和７年第６回本庄市教育委員会定例会議案」 

・「令和７年第６回本庄市教育委員会定例会議案関係資料」 

・「教育長の報告」 

・「令和７年本庄市議会第２回定例会一般質問通告一覧表」 

・「令和７年本庄市議会第２回定例会一般質問の概要」 

・令和７年度本庄市教育委員会教育委員の学校訪問について 

・「本庄市県展入選作品展」（チラシ） 

主 管 課  教育総務課 

会 議 の 経 過  

教 育 長 ただいまから、令和７年第６回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

それでは、議事日程に従いまして進めてまいります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等は、ござ

いませんでしたので、承認されております。 

教 育 長 続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。 

本日は、清水委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。 

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案６件でございます。 

それでは、議事に入ります。 

議案第４６号について、事務局から説明を求めます。 

西田学校教

育課長 

議案第４６号「本庄市立藤田小学校学校運営協議会委員の任命について」

ご説明いたします。 

議案書の１ページをお願いいたします。あわせまして、議案関係資料は１

ページの「本庄市学校運営協議会規則」をご覧ください 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 



本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立藤

田小学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するものでご

ざいます。 

それでは、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立藤田小学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。 

１氏名、生年月日、住所、選出区分は、表に記載のとおりでございます。 

次に、２任期でございますが、令和７年７月１日から令和９年３月３１日

まででございます。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４６号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４６号「本庄市立藤田小学校学校運営協議会

委員の任命について」は、承認することに決定いたしました。 

次に、議案第４７号について、事務局から説明を求めます。 

西田学校教

育課長 

議案第４７号「本庄市立中央小学校学校運営協議会委員の任命について」

ご説明いたします。 

議案書の２ページをお願いいたします。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立中

央小学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するものでご

ざいます。 

それでは、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立中央小学校 学校運営協議会委員を次のとおり任命する。 

１氏名、生年月日、住所、選出区分は、表に記載のとおりでございます。 

次に、２任期でございますが、令和７年７月１日から令和９年３月３１日

まででございます。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４７号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４７号「本庄市立中央小学校学校運営協議会

委員の任命について」は、承認することに決定いたしました。 

次に、議案第４８号について、事務局から説明を求めます。 



野口生涯学

習課長 

議案第４８号「本庄市社会教育委員の委嘱について」ご説明申し上げます。 

議案書の３ページをお願いいたします。 

あわせて、議案関係資料２ページをご覧ください。 

はじめに、提案理由からご説明いたします。議案書３ページをお願いしま

す。 

本議案は、令和７年３月３１日をもって欠員となった本庄市社会教育委員

について、本庄市社会教育委員設置条例第２条の規定に基づき、新たに本庄

市社会教育委員を委嘱したいので、この案を提出するものでございます。 

次に議案内容について、ご説明いたします。 

本庄市社会教育委員を次のとおり委嘱する。 

１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

新任の方３名でございます。 

志村 弘人、手島 守、久保田 克巳。 

生年月日、住所、略歴につきましては、記載のとおりでございます。 

２の任期でございますが、令和７年７月１日から令和８年７月３１日まで

で前任者の残任期間となっております。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４８号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４８号「本庄市社会教育委員の委嘱について」

は、承認することに決定しました。 

次に、議案第４９号について、事務局から説明を求めます。 

折茂スポー

ツ推進課長 

議案第４９号「本庄市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」ご説明い

たします。 

議案書の４ページをお願いいたします。 

あわせまして、議案関係資料は３ページをご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本庄市スポーツ推進審議会委員の井上 良子氏及び新井 義一氏が、それぞ

れ令和７年３月３１日をもって退任したため、本庄市スポーツ推進審議会設

置条例第４条の規定により、本庄市スポーツ推進審議会委員を委嘱したいの

で、この案を提出するものでございます。 

次に、議案内容についてご説明いたします。  

本庄市スポーツ推進審議会委員を次のとおり委嘱する。 

敬称は略させていただきます。 

委嘱について、改選２名となっております。 



１氏名等につきましては、 

中村 裕一、黒沢 義延となります。 

なお、生年月日、住所、略歴は、記載のとおりでございます。 

次に、２任期につきましては、前任者の残任期間、令和８年６月３０日ま

での２年間でございます。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４９号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４９号「本庄市スポーツ推進審議会委員の委

嘱について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第５０号について、事務局から説明を求めます。 

片貝教育総

務課長 

議案第５０号「令和７年度本庄市の教育について」ご説明いたします。 

お手元の議案書５ページ、あわせまして議案関係資料４ページをご覧くだ

さい。 

はじめに提案理由についてですが、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２１条第１８号の規定に基づき、令和７年度の本庄市教育委員会の取

組を広く市民等に公表するための資料として、「令和７年度本庄市の教育」を

作成したいので、提案するものです。 

次に、議案内容についてですが、別紙の「令和７年度本庄市の教育」をお

願いします。 

本庄市の教育につきましては、過日、素案を送付させていただきましたが、

その後、委員の皆様からご意見をいただきました。ありがとうございました。

本日ご提案の本庄市の教育は、委員の皆様からのご意見を踏まえ、調整し、

作成したものでございます。 

全体の構成ですが、１ページは本庄市の歴史、２ページと３ページ見開き

で本庄市教育大綱、４ページは教育行政重点施策、５ページは教育委員会の

概要、６ページは令和７年度教育予算です。 

また、７ページは教育費の推移、児童生徒１人当たりの教育費、児童・生

徒・職員数の推移、８ページは学校給食の状況、９ページは学校保健です。

７ページから９ページにつきましては、今年度、新規で追加したものです。 

１０ページから２５ページは教育大綱の６基本方針ごとの施策と今年度

の取組で、基本方針１「確かな学力と自立する力の育成」は１０ページから

１２ページ、基本方針２「豊かな心と健やかな体の育成」は１３ページから

１４ページ、基本方針３「教育環境の整備」は１５ページ、基本方針４「生

涯学習の活発化」は１６ページから２０ページ、基本方針５「文化財の保護



と活用の推進」は２１ページから２３ページ、基本方針６「生涯スポーツ・

レクリエーションの促進」は２４ページから２５ページにまとめておりま

す。 

２６ページから３５ページでは小中学校１６校の取組の紹介、３６ページ

に令和７年度学校研究主題・委嘱校等一覧、３７ページから５３ページは資

料編として、児童生徒等の状況をはじめ、社会教育・文化団体と関連施設、

文化財と関連施設、スポーツ・レクリエーション団体と関連施設を掲載しま

した。 

表紙は、市立小中学校１６校の様子の写真です。 

一段目左から、本庄東小、本庄西小、藤田小、仁手小、 

二段目左から、旭小、北泉小、本庄南小、中央小、 

三段目左から、児玉小、金屋小、秋平小、共和小の小学校１２校、 

四段目左から、本庄東中、本庄西中、本庄南中、児玉中の中学校４校とな

っております。 

裏表紙は、雉岡城跡現地説明会の風景、生涯学習推進大会、図書館の絵本

とわらべうたのおはなし大会、本庄こだま千本桜マラソン大会の写真です。 

この「本庄市の教育」は広く公表する資料であることから、施策・取組に

ついてわかりやすい表現で簡潔にまとめ、横文字・専門用語には注釈を付け

て作成しました。 

本日の定例会でご承認をいただきましたら、７月末の発行で事務を進めて

いきたいと考えております。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第５０号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第５０号「令和７年度本庄市の教育について」

は、承認することに決定しました。 

次に、議案第５１号について、事務局から説明を求めます。 

西田学校教

育課長 

議案第５１号「臨時代理の承認を求めることについて」ご説明いたします。 

議案書６ページをお願いいたします。あわせまして、議案関係資料６ペー

ジ「本庄市教育委員会事務の委任等に関する規則」をご覧ください。 

本庄市就学支援委員会委員の任命・委嘱について、本庄市教育委員会事務

の委任等に関する規則第３条第１項の規定により、臨時に代理したので同条

第２項の規定により、これを報告して承認を求めるものでございます。 

それでは、報告の内容をご覧ください。 

令和７年５月２９日をもって欠員となる本庄市就学支援委員会委員につ



いて、本庄市就学支援委員会条例第４条の規定に基づく、新たな就学支援委

員会委員を次の通り任命・委嘱する。 

１氏名、生年月日、住所、略歴は記載のとおりでございます。 

２任期でございますが、令和７年５月３０日から令和８年５月２９日まで

であります。 

報告は以上です。 

ご承認の程、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第５１号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第５１号「臨時代理の承認を求めることについ

て」は、承認することに決定いたしました。 

次に、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。 

行動記録をご覧ください。 

前回の定例会以降の行動記録について、別紙のとおり報告させていただき

ます。 

主だったところについて説明させていただきます。 

５月１４日より、人事評価にかかる年度当初の校長面談を開始しました。

２３日までに全ての校長との面談を終えました。 

また、同日午後より、全国都市教育長協議会理事会が川越市において行わ

れました。 

１５日、１６日にウェスタ川越において、全国都市教育長協議会定期総会・

研究大会が行われました。６００名を超える教育長に参加いただき、ホスト

県の教育長として、対応させていただきました。 

１７日は、ミュージアムウィークの一環として吉村作治先生の講演会があ

り、楽しくかつ興味深く拝聴いたしました。 

２０日は、狭山市市民会館において、埼玉県市町村教育委員会連合会総会

及び研修会に参加しました。 

２３日、本庄市学校部活動及び地域クラブ活動検討協議会を開催し、今年

度行う実証事業等について意見交換しました。 

２６日から本庄市議会令和７年第２回定例会が６月２０日までの日程で

開催されました。一般質問については、後ほど事務局長より報告があります。 

３０日、本庄市ＰＴＡ連合会総会・懇親会が五州園において開催されまし

た。各小中学校のＰＴＡが一堂に集まり、総会ののち懇親会が行われました。 

３１日には塙保己一先生遺徳顕彰会総会がありました。その後、総会記念

上映として、日本盲導犬協会制作の「人と盲導犬が笑顔で歩く社会へ」「盲導



犬と歩く」が上映されました。 

６月１４日、グローバルソフトウェア本庄文化ホールにおいて、埼玉県退

職校長会定期総会が１９年ぶりに本庄市で開催され、参加してまいりまし

た。 

２５日には市内校長会があり、７月の学校経営について指導しました。給

特法の改正に関連した文部科学大臣メッセージを紹介し、学校の働き方改革

について話しました。 

行動記録については以上です。 

次に、議事日程６「その他」へ移ります。 

事務局から何かありますか。 

笠原教育委

員会事務局

長 

私からは１件、ご報告がございます。 

令和７年第２回定例会における一般質問の概要について、ご報告いたします。 

お手元の資料、右上に事務局長資料と記載の一般質問通告一覧表をお願いし

ます。 

初めに日程ですが、６月１６日（月）、１７日（火）、１８日（水）の３日間

で、質問者は１６人です。 

この内、教育委員会関係では、一覧表１ページの赤で囲んである、代表質問

２問、２ページの赤で囲んである、希望質問６問、合計８問でございました。 

答弁ですが、３ページ以降の一般質問の概要のとおりでございます。ご確認

をお願いいたします。 

質問内容は、図書館を除く、教育委員会事務局各課に関する質問でした。 

なお、配布した一般質問の概要についましては、議事録ではございませんの

でご承知おきをお願いします。 

片貝教育総

務課長 

教育総務課からご報告が３件ございます。 

１件目ですが、学校訪問について、でございます。９月２９日（月）から

１０月１７日（金）の間の実施を予定しております。 

教育委員の皆様のご都合をお知らせいただきたいため、お手元に配布の日

程確認票に都合の悪い日をご記入いただき、ご提出をお願いいたします。 

今年度につきましても、午前中２校訪問した後、給食を試食して終了する

日程と、午後から２校訪問する日程で考えておりますので、午前のみまたは

午後のみとなりますが、１日を通して４校訪問が可能な日がございました

ら、備考欄にその旨ご記入をお願いいたします。 

また、視察したい授業等のご要望があれば、あわせてお伺いしたいと思い

ます。 

委員の皆様におかれましては、ご多忙のことと存じますが、よろしくお願

いいたします。 

２件目は、第７回定例会の日程でございます。第７回定例会は７月２４日

（木）午後２時３０分から、委員室で開催いたします。 



 

３件目は、第８回定例会の日程ですが、８月７日（木）午後２時３０分か

ら委員室で開催したいと考えております。 

８月は、市議会第３回定例会に提案する教育委員会に関する議案、補正予

算等についてご審議をいただくため、また、次週はお盆期間中のため、通常

より前倒しとなりますが、よろしくお願いいたします。 

教育総務課は以上でございます。 

野口生涯学

習課長 

生涯学習課から、「県展入選作品展」 の開催についてご案内をさせていた

だきます。 

Ａ４版の、「本庄市県展入選作品展」のチラシをご覧いただきたくお願いい

たします。 

通称「県展」と呼ばれる、「埼玉県美術展覧会」は、毎年５月から６月にか

けて開催される、全国でも最大規模の自治体主催の公募美術展で、昭和２６

年以来の歴史があり、多くの県民から慕われています。 

日本画、洋画、工芸、書、写真の６部門があり、１５歳以上の県内在住、

在勤、在学の方はどなたでも出品でき、毎回３，０００点から４，０００点

の出品を誇っています。 

令和７年度の「第７３回県展」では３，１１４点の出品があり、入選点数

は１，４６４点、この内７０点が入賞されています。 

生涯学習課では、市内の美術文化の進展と向上を図るため、この「県展」

に入選、入賞した方や招待作品の中から、本市に在住、在勤、在学の方の作

品４７点を展示し、今回４回目となる、「本庄市県展入選作品展」を開催いた

します。 

なお、この内２点は「埼玉県知事賞」、「ＦＭ ＮＡＣＫ５賞」に入賞され

た作品です。 

作品展は、グローバルソフトウェア本庄文化ホールを会場に、７月５日

（土）から７月１３日（日）までの開催となりますので、この機会に是非、

数々の力作をご覧いただきたく、ご案内申し上げます。 

生涯学習課からは以上です。 

教 育 長 いままでの説明について、何か質問はございますか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、先ほど教育総務課長から説明がありましたが、７月及び８月定

例会の日程を改めて確認いたします。 

令和７年第７回定例会を７月２４日（木）、午後２時３０分から、場所は市

役所委員室で、第８回定例会を８月７日（木）、午後２時３０分から、場所は

市役所委員室で開催いたします。皆さまご都合はよろしいでしょうか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 以上で、令和７年第６回本庄市教育委員会定例会を閉会いたします。 




